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美里町議会議会運営委員会会議録 

                                            

 令和２年１月２１日（火曜日） 

                                            

     出席委員（６名） 

 委 員 長  前 原  宏 君 

 副 委 員 長  平 吹 俊 雄 君 

 委   員  吉 田 眞 悦 君        鈴 木 宏 通 君 

        福 田 淑 子 君        千 葉 一 男 君 

                                            

     欠席委員（なし） 

                                            

 委員外議員  我 妻   薫 君 

 議   長  大 橋 昭太郎 君 

                                            

     説明のため出席した者 

   町 長 部 局 

      総務課長     佐々木  義 則  君 

      企画財政課長   佐 野    仁  君 

                                            

   議会事務局職員出席者 

      事務局長     佐 藤  俊 幸  君 

      事務局次長兼議事調査係長 髙 橋  美 樹  君 

                                            

 令和２年１月２１日（火曜日） 午前９時２８分 開会 

 １ 開 会 

 ２ 委員長挨拶 

 ３ 議長からの諮問 

    美里町議会１月会議について 

    １）議案等について 
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     行政報告１件 

     議案６件（補正予算５件、その他１件） 

     同意１件 

    ２）議員派遣について 

    ３）会議の期間及び議事日程について 

     期間１月２４日（金）１日間 

 ４ その他 

 ５ 閉 会 
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     午前９時２８分 開会 

○委員長（前原宏君） 皆さん、こんにちは。 

  それでは、ただいまから議会運営委員会を開きます。 

  きょうの委員会、全員出席でありますので、委員会は成立しております。 

  また、委員会規則第27条の規定により、委員外議員といたしまして副議長の出席を求めてお

ります。 

  資料の確認をしたいと思いますので、これより休憩をしたいと思います。休憩は、およそ15

分から20分ぐらい。では、休憩します。 

     午前 ９時２９分 休憩 

                                            

     午前 ９時４５分 再開 

○委員長（前原宏君） それでは再開いたします。 

  改めまして、ただいまより議会運営委員会を開催いたします。 

  では早速、３議長からの諮問ということで、美里町議会１月会議について、１）議案等につ

いて、行政報告からお願いします。 

○総務課長（佐々木義則君） それでは、おはようございます。本１月会議につきましてもよろ

しく御指導お願い申し上げます。 

  それでは、最初に行政報告のほうから説明させていただきます。座って説明させていただき

ます。 

  まず、行政報告につきましては、令和元年度町道荻埣東田線外１路線舗装補修工事の入札状

況についての報告でございます。 

  令和元年度町道荻埣東田線外１路線舗装補修工事において、地方自治法第96条第１項第５号

の規定が適用されない予定価格が5,000万円未満の工事請負契約のうち、予定価格が3,000万円

以上の工事請負契約を締結いたしましたので報告するものでございます。 

  本件につきましては、一般競争入札によるものでございます。工事請負契約の詳細につきま

しては、別紙行政報告資料のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明、よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  では、次お願いします。 

○企画財政課長（佐野 仁君） ありがとうございます。本会議につきましても、よろしくお願
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いします。 

  私のほうからは、議案第59号令和元年度美里町一般会計補正予算（第11号）について御説明

申し上げます。議案書につきましては１ページ、資料編につきましても１ページでございます。 

  予算本文第１条、規定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ3,468万9,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ110億73万8,000円といたしております。 

  補正予算の細部につきましては、事項別明細書にのっとって説明させていただきます。 

  初めに歳出について御説明申し上げます。議案書の14ページ、15ページをお開き願います。 

  ２款総務費に3,112万5,000円追加いたしました。１項総務管理費の財産管理費に、ふるさと

応援基金積立金3,091万5,000円、まちづくり推進費にふるさと応援寄附金事業に係る経費21万

円、それぞれ追加いたしました。これは、ふるさと応援寄附金の収入の増額に伴い、寄附金を

財源にふるさと応援基金に積み立てを行うとともに、寄附者に対する返礼等に要する経費を追

加するものでございます。 

  ４款衛生費に10万5,000円追加いたしました。１項保健衛生費の予防費に高齢者等インフルエ

ンザ予防接種補助金10万5,000円を追加いたしました。 

  10款教育費に345万9,000円追加いたしました。４項幼稚園費の幼稚園費に施設型給付費負担

金197万2,000円、就園奨励費補助金８万7,000円、施設等利用費108万1,000円、それぞれ追加い

たしました。６項保健体育費の体育施設費にトレーニングセンターの外灯電源修繕料31万9,000

円追加いたしました。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。前のページ、12ページ、13ページお開き願います。 

  14款国庫支出金に125万5,000円追加いたしました。１項国庫負担金の教育費国庫負担金に幼

稚園費負担金122万6,000円追加いたしました。２項国庫補助金教育費国庫補助金に幼稚園費補

助金２万9,000円追加いたしました。 

  15款県支出金に60万2,000円追加いたしました。１項県負担金の教育費県負担金に幼稚園費負

担金60万2,000円追加いたしました。 

  17款寄附金に3,091万5,000円追加いたしました。１項寄附金のふるさと応援寄附金に3,091

万5,000円追加いたしました。 

  18款繰入金に191万7,000円追加いたしました。２項基金繰入金の財政調整基金繰入金に191

万7,000円追加いたしました。 

  次に、議案書の７ページにお戻り願います。７ページでございます。予算本文第２条債務負

担行為の補正につきましては、情報システム更新業務（個人番号系・ＬＧＷＡＮ系・インター
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ネット系）について債務負担行為の期間及び限度額を追加するものでございます。 

  以上が補正予算の内容になっております。よろしくお願いします。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明について、何かございますか。よろしいですか。（「なし」の声あり） 

  それでは、次お願いします。 

○企画財政課長（佐野 仁君） 続きまして、議案第60号令和元年度美里町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。議案書につきましては16ページから、資

料編につきましては２ページでございます。 

  今回の補正予算につきましては、債務負担行為についての補正予算でございます。 

  議案書の18ページをお開き願います。議案書の18ページでございます。 

  予算本文第１条債務負担行為の補正につきまして、情報システム更新業務（個人番号系）に

ついて債務負担行為の期間及び限度額を追加するものでございます。 

  以上が補正予算の内容になっております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明について、何かございますか。よろしいですか。（「なし」の声あり） 

  それでは、次、お願いします。 

○企画財政課長（佐野 仁君） 続きまして、議案第61号令和元年度美里町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。議案書につきましては19ページから、

資料編につきましては３ページでございます。 

  まず最初に、議案書21ページのほうをお開き願います。 

  後期高齢者医療特別会計につきましても、債務負担行為についての補正予算でございます。 

  予算本文第１条債務負担行為の補正につきましては、情報システム更新業務（個人番号系）

について債務負担行為の期間及び限度額を追加するものでございます。 

  以上が補正予算の内容になっております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明について、よろしいですか。（「なし」の声あり） 

  それでは、次、お願いします。 

○企画財政課長（佐野 仁君） 続きまして、議案第62号令和元年度美里町介護保険特別会計補

正予算（第６号）について御説明申し上げます。議案書につきましては22ページから、資料編

につきましては４ページでございます。 
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  介護保険特別会計につきましても、債務負担行為についての補正予算でございます。 

  議案書の24ページのほうをお開き願います。 

  予算本文第１条債務負担行為の補正につきましては、情報システム更新業務（個人番号系）

について債務負担行為の期間及び限度額を追加するものでございます。 

  以上が補正予算の内容となっております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明、よろしいですか。（「なし」の声あり） 

  それでは、次、お願いします。 

○企画財政課長（佐野 仁君） 続きまして、議案第63号令和元年度美里町下水道事業会計補正

予算（第４号）について御説明申し上げます。議案書につきましては25ページから、資料編に

つきましては５ページでございます。 

  下水道事業会計につきましても、債務負担行為についての補正となってございます。 

  議案書の26ページのほうをお開き願います。 

  予算本文第１条債務負担行為の補正につきましては、情報システム更新業務（個人番号系・

ＬＧＷＡＮ系）について債務負担行為の期間及び限度額を追加するものでございます。 

  以上が補正予算の内容となっております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明、よろしいですか。（「なし」の声あり） 

  それでは、次、お願いします。 

○総務課長（佐々木義則君） 続きまして、議案第64号美里町青生コミュニティセンターの指定

管理者の指定についてでございます。 

  美里町青生コミュニティセンターの指定管理者につきましては、現在指定管理期間を令和２

年３月31日までとし、青生コミュニティセンター運営協議会を指定しております。指定管理者

候補者の選定に当たりましては、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第

２条第２項第１号に規定する専ら地域住民が使用している施設であって、当該地域住民で組織

される団体を指定することによりコミュニティ意識の醸成、地域住民による主体的な活動の促

進等の効果が期待できる場合に該当することから、非公募による選定とし、美里町指定管理者

候補者選定委員会に諮問し、令和元年11月13日付で答申を受けたところでございます。 

  町といたしましては、同委員会の答申を踏まえ、青生コミュニティセンター運営協議会を美

里町青生コミュニティセンターの指定管理者として指定したいことから、地方自治法第244条の
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２第６項、及び美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条第1項の規定に

より指定管理者の指定について議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、会議当日にまちづくり推進課長から御説明申し上げます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明、議案第64号について何かございますか。よろしいですか。（「１点だけ」の

声あり）吉田委員。 

○委員（吉田眞悦君） 提案理由の説明は、今言われたようなことだけの説明ということで、こ

れはいろいろな事情があって提案されるということになったんだけれども、審査に当たっては

何かその提案理由の説明の仕方、どのようになるのか。 

○総務課長（佐々木義則君） 先ほどの説明につきましては、町長の提案理由の説明ということ

になりますので、詳細のまちづくり推進課長からの説明の中でその辺の経過についても申し上

げたいと思っております。 

○委員長（前原宏君） 吉田委員。 

○委員（吉田眞悦君） この１月会議に提案となった理由ということについても、その中で触れ

るということの解釈でいいんですか。 

○総務課長（佐々木義則君） 内容につきましては、いわゆる指定管理に関して、議案提出に当

たりましていわゆる今後５年間の運営の部分については運営を進めるための協議に時間を要し 

 た結果、12月会議に結果的には間に合わなかったということで今回の提案になったというのが

内容となるわけでございますが、その関係についてはそういった内容をまちづくり推進課長か

ら説明させていただければと思います。 

○委員長（前原宏君） よろしいですか。 

  ほかに、よろしいですか。ありがとうございます。 

  では、次お願いします。 

○総務課長（佐々木義則君） 続きまして、同意第１号教育委員会委員の任命についてでござい

ます。議案書につきましては28ページ、資料編については６ページからとなります。 

  教育委員会委員千葉菜穂美氏は、令和２年２月19日をもって任期満了となります。その後任

として、大森真智子氏を教育委員会委員に任命したいことから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により提案するものでございます。 

  任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条第１項の規定により、
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令和２年２月20日から令和６年２月19日までとするものでございます。 

  詳細、経歴等につきましては、資料７ページのとおりでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいまの説明、よろしいですか。（「なし」の声あり） 

  ではないようですので、同意１号を終わります。 

  以上で議了となりました。全体を通して、何かございますか。吉田委員。 

○委員（吉田眞悦君） 補正関係で全部かかわる部分ということで、一般会計から下水道会計ま

で情報システム、債務負担行為の補正、これについては全て令和２年４月１日からなんですけ

れども、ですよね。 

○総務課長（佐々木義則君） 現行のシステムについては、令和２年の９月30日までの契約とな

っておりまして、そこで契約が終了いたしますので、今回令和２年のシステムの運用について

は10月１日からということになります。そこから５年間といったことで、その更新の契約を進

める上での今回債務負担行為をお願いするということでございます。 

○委員長（前原宏君） 吉田委員。 

○委員（吉田眞悦君） それで、10月から令和７年の９月末までということなんだけれども、そ

れでこの中で一般会計、そして特別会計、そして１つは企業会計になってございます。残った

企業会計については、必要がないということなのか。 

○総務課長（佐々木義則君） 済みません、今回の契約の分については、令和２年の10月１日か

ら、現在令和７年の９月30日まで５年間といったところで契約期間を見込んでおります。10月

１日から稼働するために、結果的にはその10月１日から稼働するための準備期間がありますの

で、今回予算を上げさせていただいたというところで、今回上げさせていただいているこの個

人番号系・ＬＧＷＡＮ系・インターネット系の部分については、このネットワークの中で運用

しているシステムの部分の更新ということになります。それ以外に、水道とかの部分のシステ

ム等なんかあるわけですけれども、これらについては個別契約になっておりまして、全体の情

報システムの一括契約から外れておりますので、これはまた契約期間も業者も別になっており

ますので、これは今回の債務負担行為の契約の枠からは外れているといったことになります。 

○委員（吉田眞悦君） 水道と病院は、それから外れているということなんだね。個別契約で、

それぞれの期間でまたそれぞれ出てくる形で、今回の一連の情報システムの関係については、

ないよということなんだね。（「そうです」の声あり）全て統一ということでないということね。 
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○総務課長（佐々木義則君） そうですね。システムによっては、どうしても統一した業者のシ

ステムということではなくて、個別でシステム運用をしている部分も、当然システムの内容と

いいますか、いわゆるどういったシステムがうちのほうの町で業務の効率がいいかとか、コス

トの関係とかも含めた中で、一括で調達していい部分と、やはり個別で契約したほうがいい部

分と、どうしても分かれて出てくるものでございますので、今回の分についてはそういったネ

ットワーク全体で一括して調達している部分について上げさせていただいていると。 

  あとは、先ほど言ったとおり個別に、例えば今ありましたとおり水道、病院だったり、あと

は内部でいいますと戸籍のシステムがまた別のシステムになっているというようなことで、個

別のシステムで運用している部分もございます。それらは別契約になっておりますので、今回

はそういった全体のシステムの一括調達している部分のシステムについてでございます。 

○委員長（前原宏君） よろしいですか。 

  休憩します。 

     午前１０時０６分 休憩 

                                            

     午前１０時０７分 再開 

○委員長（前原宏君） 再開いたします。 

  ほかにございますか、全体を通して。よろしいですか。 

  それでは、ないようですので議案等については以上となります。 

  それでは、執行部の皆さん、大変御苦労さまでした。 

  それでは次、２）議員派遣について、事務局説明お願いします。 

○事務局長（佐藤俊幸君） 今回議員派遣の承認をいただく案件は、１月29日に新人議員研修会、

議長会主催がございまして、そちらのほうに手島議員が参加するといったことを御希望されて

おりますので、議員派遣の承認をいただくと。ちなみにその前日の研修会ですか、これは12月

のほうで議員派遣の手続はとっておりますので、追加ということで新人議員研修会ということ

で、議員派遣を議事日程のほうに入れさせていただくといったことになるということでござい

ます。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  今事務局長から説明いただきました。よろしいですか。１月29日です。 

  ないようですので、続きまして３）会議の期間及び議事日程についてに入ります。 

  会議の期間につきましては、１月24日（金曜日）１日といたしております。議事日程につき
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まして、局長のほうから会議の流れについて説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（佐藤俊幸君） 執行部の案件ですね、日程第９の同意１号につきましては、無記名

投票による採決といったことになります。賛成あるいは反対、記入していただいて投票いただ

くと。 

  それと日程第10、こちら常任委員会の任期が２年間で満了しますので、あらかじめ事前に改

選を行うといったことで、常任委員の選任について行います。こちら、途中10分か15分程度休

憩を入れまして議長・副議長で選任をして、あと名簿をお配りして皆さんに了解していただく

といった手順になります。 

  それから、日程第11が議長の常任委員の辞退についてということで、こちらも議会のほうに

諮りまして皆さんの同意をいただくといったことになります。 

  それで、常任委員の関係にちょっと関連しますが、委員の選任は行いますが、委員長・副委

員長の選任はまだ新しい任期が始まりませんので、２月５日以降常任委員会を開催して委員

長・副委員長の選任、あるいは議会運営委員会の委員、議会だよりの委員の選任をそれぞれの

常任委員会でしていただくことになるんですが、こちら議長のほうも日程が込んでいまして、

でもなるべく早いうちということで、現在のところ２月10日月曜日なんですが、この日に両常

任委員会をまず９時半に開催いたしまして、正副委員長等々の選任をいただき、引き続き前回

４年前を見ますと10時過ぎに議会運営委員会、それから議会だよりですね、それぞれ引き続き

開催しまして、それぞれもまた正副の委員長を選任いただいているといった流れでありますの

で、２月10日（月曜日）この日に、恐らく10時半までには全部終わるのかなと思っているんで

すが、そういった流れでいってはどうかということで、議長と今のところ考えているところで

ありますので、あと皆さんでちょっとその辺ご確認いただきたいなということでございます。 

  以上です。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。 

  ただいま局長からお話しいただきましたとおり、日程に関してはそのとおりなんですけれど

も、日程第10、常任委員の改選についてお話しいただきました。これについて、よろしいです

か。日程等。（「時間、何時からですか」の声あり）時間。 

○事務局長（佐藤俊幸君） ２月10日、９時半です。 

○委員長（前原宏君） ありがとうございます。会議の期間及び議事日程については、終了い

たします。 

  大きい４番その他に移ってよろしいでしょうか。 
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  では、大きい４番その他について、何かございますか。事務局、どうですか。 

○事務局長（佐藤俊幸君） ございません。 

○委員長（前原宏君） なければ、終わりたいと思います。よろしいですか。 

  それでは、副委員長お願いします。 

○副委員長（平吹俊雄君） スムーズな進行で、皆さん御協力ありがとうございました。 

  本当にことしは穏やかで、きのうは大寒ということで一番寒い日というふうなことなんです

が、きのうもいい天気でした。ただ、一晩明けますとこのように雪が降ることも。そういう冬

の季節でございます。インフルエンザもここは余りないようでございますが、大分インフルエ

ンザの患者の人も多くなっているようですから、これから患者さん１月、２月、そして３月に

はふえるんじゃないかと思います。体調のほう十分に注意いたしまして、委員活動をお願いし

たいと思います。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１０時１５分 閉会 

 


